
 
 
 
 
 
 

本院は厚生労働大臣が定める基準による看護・介護を 

下記のとおり実施しております。 
 

  東 3 病棟  東棟３階（地域包括ケア病棟） 

月平均１日当たり、看護職員(看護師、准看護師)7 人以上が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

・朝９時~夕方１７時まで、看護職員１人当りの受け持ち患者数は１０人以内です。 

・夕方１７時~翌朝９時まで、看護職員１人当りの受け持ち患者数は１５人以内です。 
 

 西 2 病棟 西棟 2 階（障害者施設等一般病棟） 

月平均１日当たり、看護職員(看護師、准看護師)１８人以上が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

・朝９時~夕方１７時まで、看護職員１人当りの受け持ち患者数は５人以内です。 

・夕方１７時~翌朝９時まで、看護職員１人当りの受け持ち患者数は３０人以内、看護職員・看護補助者を合わせた受け持

ち患者数は 15 人以内です。 
 

西 3 病棟 西棟３階（療養病棟） 
月平均１日当たり、看護職員(看護師、准看護師)９人以上、看護補助者９人以上が勤務しています。なお、時間帯毎の配置

は次のとおりです。 

・朝９時~夕方１７時まで、看護職員１人当りの受け持ち患者数は１２人以内、看護職員・看護補助者合わせた受け持ち患

者数は６人以内です。 

・夕方１７時~翌朝９時まで、看護職員１人当りの受け持ち患者数は３０人以内、看護職員・看護補助者合わせた受け持ち

患者数は１５人以内です。 
 

西 4 病棟 西棟 4 階（回復期リハビリテーション病棟） 
月平均１日当たり、看護職員(看護師、准看護師)１３人以上、看護補助者６人以上が勤務しています。なお、時間帯毎の配

置は次のとおりです。 

・朝９時~夕方１７時まで、看護職員１人当りの受け持ち患者数は７人以内、看護職員・看護補助者合わせた受け持ち患者

数は 6 人以内です。 

・夕方１７時~翌朝９時まで、看護職員１人当りの受け持ち患者数は２８人以内、看護職員・看護補助者を合わせた受け持

ち患者数は１４人以内です。 
 

  西 5 病棟 西棟 5 階（回復期リハビリテーション病棟） 

月平均１日当たり、看護職員(看護師、准看護師)１3 人以上、看護補助者６人以上が勤務しています。なお、時間帯毎の配

置は次のとおりです。 

・朝９時~夕方１７時まで、看護職員１人当りの受け持ち患者数は 7 人以内、看護職員・看護補助者合わせた受け持ち患者

数は 5 人以内です。 

・夕方１７時~翌朝９時まで、看護職員１人当りの受け持ち患者数は２８人以内、看護職員・看護補助者を合わせた受け持

ち患者数は１４人以内です。 
 

 

 

各職員が、それぞれ２４時間交代で看護・介護を行っております。 

従って、患者さんのご負担による付き添いは一切認められておりません。 
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